
議 第 ３ １ 号  

 

消 防 団 員 の 定 員 、 任 免 、 給 与 、 服 務 等 に 関 す る 条 例 の 一

部 を 改 正 す る 条 例 の 制 定 に つ い て  

 

本 市 消 防 団 員 の 定 員 、 任 免 、 給 与 、 服 務 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改

正 す る 条 例 を 下 記 の と お り 制 定 す る も の と す る 。  

令 和 ４ 年 （ ２ ０ ２ ２ 年 ） ２ 月 ２ ４ 日 提 出  

 

       柏 崎 市 長  櫻  井  雅  浩  

 

 

 

記  

新 潟 県 柏 崎 市 消 防 団 員 の 定 員 、 任 免 、 給 与 、 服 務 等 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

新 潟 県 柏 崎 市 消 防 団 員 の 定 員 、 任 免 、 給 与 、 服 務 等 に 関 す る 条 例

（ 昭 和 ４ ２ 年 条 例 第 ３ ８ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

第 ９ 条 た だ し 書 中 「 水 火 災 、 そ の 他 災 害 」 を 「 災 害 （ 水 火 災 又 は 地

震 等 の 災 害 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 に 改 め る 。  

第 １ ３ 条 及 び 第 １ ４ 条 を 次 の よ う に 改 め る 。  

 （ 報 酬 ）  

第 １ ３ 条  団 員 の 報 酬 は 、 年 額 報 酬 及 び 出 動 報 酬 と す る 。 た だ し 、 機

能 別 団 員 に は 、 年 額 報 酬 は 支 給 し な い 。  

２  基 本 団 員 に は 、 次 の 年 額 報 酬 を 支 給 す る 。  

⑴   団 長  年 額  １ ０ ６ ， ０ ０ ０ 円  

⑵   副 団 長  年 額  ７ ０ ， ０ ０ ０ 円  

⑶   分 団 長  年 額  ５ １ ， ０ ０ ０ 円  

⑷   副 分 団 長  年 額  ４ ２ ， ０ ０ ０ 円  

⑸   部 長  年 額  ３ ８ ， ０ ０ ０ 円  

⑹   班 長  年 額  ３ ７ ， ０ ０ ０ 円  

⑺   前 各 号 に 掲 げ る 以 外 の 基 本 団 員  年 額  ３ ６ ， ５ ０ ０ 円  
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３  団 員 が 災 害 又 は 警 戒 の 職 務 に 従 事 す る 場 合 に お い て は 、 次 の 表 に

掲 げ る 出 動 報 酬 を 支 給 す る 。  

支 給 基 準  時 間  金 額 （ 円 ）  備 考  

団 員 が 災 害 又 は 警 戒 の

職 務 に 従 事 す る 場 合  

４ 時 間 以 内  ４ ， ０ ０ ０   

４ 時 間 を 超

え ６ 時 間 ま

で  

６ ， ０ ０ ０   

６ 時 間 を 超

え ８ 時 間 ま

で  

８ ， ０ ０ ０  ８ 時 間 を 超 え た

場 合 は 、 ８ ， ０

０ ０ 円 に 超 過 時

間 に 応 じ た 金 額

を 加 算 す る 。  

 （ 費 用 弁 償 ）  

第 １ ４ 条  団 員 が 規 則 で 定 め る 会 議 、 教 養 訓 練 及 び 予 防 業 務 等 の 職 務

に 従 事 し た と き は 、 １ 回 当 た り ２ ， ０ ０ ０ 円 の 費 用 弁 償 を 支 給 す る 。  

附  則  

こ の 条 例 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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参
考

資
料

 

新
潟

県
柏

崎
市

消
防

団
員

の
定

員
、

任
免

、
給

与
、

服
務

等
に

関
す

る
条

例
（

昭
和

４
２

年
１

２
月

２
５

日
条

例
第

３
８

号
）

 

改
正
後
 

改
正
前
 

（
服
務
規
律
）
 

（
服
務
規
律
）
 

第
９
条
 
基
本
団
員
は
団
長
の
招
集
に
よ
り
出
動
し
、
職
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
招
集
を
受
け
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
災
害
（
水
火
災
又
は
地
震
等
の
災
害
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
の
発
生
を
知
っ
た
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
指
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
直
ち
に
出
動
し
職
務
に

従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
９
条
 
基
本
団
員
は
団
長
の
招
集
に
よ
り
出
動
し
、
職
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
招
集
を
受
け
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
水
火
災
、
そ
の
他
災
害
の
発
生
を
知
っ
た
と
き
は
、
あ
ら

か
じ
め
指
定
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
直
ち
に
出
動
し
職
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
報
酬
）
 

（
報
酬
）
 

第
13
条
 
団
員
の
報
酬
は
、
年
額
報
酬
及
び
出
動
報
酬
と
す
る
。
た
だ
し
、
機
能
別
団
員
に
は
、
年
額

報
酬
は
支
給
し
な
い
。
 

第
13
条
 
基
本
団
員
に
は
次
に
よ
り
報
酬
を
支
給
す
る
。
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

⑴
 
 
団
長
 
年
額
 
10
6,
00
0円

 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑵
 
 
副
団
長
 
年
額
 
70
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑶
 
 
分
団
長
 
年
額
 
51
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑷
 
 
副
分
団
長
 
年
額
 
37
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑸
 
 
部
長
 
年
額
 
32
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑹
 
 
班
長
 
年
額
 
25
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑺
 
 
団
員
 
年
額
 
22
,0
00
円
 

＿
 

⑻
 
 
前
各
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、
ホ
ー
ス
管
理
の
職
に
あ
っ
て
は
年
額
60
0円

、
自
動
車
運
転
の
職

に
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
年
額
12
,1
00
円
を
加
算
支
給
す
る
。
 

２
 
基
本
団
員
に
は
、
次
の
年
額
報
酬
を
支
給
す
る
。
 

２
 
ホ
ー
ス
管
理
の
職
に
あ
る
者
及
び
自
動
車
運
転
の
職
に
あ
る
者
の
基
準
人
数
は
規
則
で
定
め
る
。
 

⑴
 
 
団
長
 
年
額
 
10
6,
00
0円

 
＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
_ 

⑵
 
 
副
団
長
 
年
額
 
70
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑶
 
 
分
団
長
 
年
額
 
51
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑷
 
 
副
分
団
長
 
年
額
 
42
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑸
 
 
部
長
 
年
額
 
38
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑹
 
 
班
長
 
年
額
 
37
,0
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

⑺
 
 
前
各
号
に
掲
げ
る
以
外
の
基
本
団
員
 
年
額
 
36
,5
00
円
 

＿
＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

３
 
団
員
が
災
害
又
は
警
戒
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
次
の
表
に
掲
げ
る
出
動
報
酬
を

支
給
す
る
。
 

３
 
機
能
別
団
員
に
は
報
酬
を
支
給
し
な
い
。
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改
正
後
 

改
正
前
 

支
給
基
準
 

時
間
 

金
額
（
円
）
 

備
考
 

団
員
が
災
害
又
は
警
戒
の
職
務

に
従
事
す
る
場
合
 

４
時
間
以
内
 

4,
00
0 

 

４
時
間
を
超
え

６
時
間
ま
で
 

6,
00
0 

 

６
時
間
を
超
え

８
時
間
ま
で
 

8,
00
0 

８
時
間
を
超
え
た
場
合

は
、
8,
00
0円

に
超
過
時

間
に
応
じ
た
金
額
を
加

算
す
る
。
 

 

  

（
費
用
弁
償
）
 

（
費
用
弁
償
）
 

第
14
条
 
団
員
が
規
則
で
定
め
る
会
議
、
教
養
訓
練
及
び
予
防
業
務
等
の
職
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、

１
回
当
た
り
2,
00
0円

の
費
用
弁
償
を
支
給
す
る
。
 

第
14
条
 
団
員
が
水
火
災
、
警
戒
、
演
習
訓
練
等
の
職
務
に
従
事
し
た
と
き
は
、
１
回
当
た
り
3,
00
0

円
以
上
6,
00
0円

以
内
の
額
の
費
用
弁
償
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
１
回
の
従
事
時
間
が
８
時
間
を

超
え
た
と
き
は
、
１
回
分
の
費
用
弁
償
に
８
時
間
を
超
え
た
時
間
に
応
じ
た
金
額
を
加
算
し
て
支
給

す
る
。
 

＿
 
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
＿
 

 

２
 
前
項
の
費
用
弁
償
の
１
回
当
た
り
の
支
給
額
の
基
準
は
規
則
で
定
め
る
。
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